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鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電

所事故対応）の修正案に対する意見募集結果について 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

原 子 力 安 全 対 策 課 

 

原子力防災訓練の教訓や県の取組み、国の防災基本計画や原子力災害対策指針の改正等を反映した

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）

の修正案について、鳥取県原子力安全顧問への意見照会と県民へのパブリックコメントを実施したと

ころ、合計６件の意見等がありました。 
 

１ 意見募集の期間 ４月２６日（火）から５月９日（月）まで 
 

２ 意見総数 ６件（原子力安全顧問からの意見６件、県民からの意見０件） 
 

３ 意見等の内容とそれに対する県の考え方 

（１）原子力安全顧問からの意見 

No. 意見等の内容 意見等に対する県の考え方等 

１ （文言の適正化） 
（避難計画 P4 1.1.2地域見積） 
国道４３１号と県道４７号米子境港線を

接続する道路の記載について、「建設された」
が重複するなど表現に課題がある。 
また、「(1)地形」よりは「(3)その他」に

あった方が良いように思う。 

【計画に記載】 
「国道４３１号と県道４７号米子境港線を接

続する肋骨道路の建設が進められ、避難の融通性
が向上している。」に修正のうえ、(3)その他に記
載しました。 

２ （新型コロナ感染症対策） 
(避難計画 P38～42 3各機関の役割) 
役割分担として、新型コロナウイルス感染

症を含む感染症の流行下における感染疑い
のある避難者のスクリーニングや分散避難
が可能な避難所の設置を市町村や医師会，福
祉保健部の欄に追記しておく必要はないか。 
（地域防災計画の 67、68 ページの図 3-10，
11には「新型コロナウイルス感染症対策本部
事務局長」が追記されている。） 

【計画に記載】 
（避難計画 P39 3.2県庁の各部局等） 
 県庁の各部局等に「新型コロナ感染症対策本部
事務局」を追加し、その所掌事務に「新型コロナ
ウイルス感染症対策に関すること」と記載しまし
た。 
 なお、避難退域時検査や避難所設置は、県や市
町の役割となります。 

３ （新型コロナ感染症対策） 
（避難計画 P48 4.4.4検査手順） 
放射性物質の除染作業に合わせて避難者

の健康チェックを入れておく必要はないか。 
（感染症については【鳥取県地域防災計画
（原子力災害対策編）】の第５章に詳しく書
かれているので良しとしても良いのだろう
が） 

【ご意見に対して】 
 新型コロナウイルス等感染症流行下における
避難退域時検査会場における健康確認等につい
ては、避難計画（P33）や地域防災計画（P102ほ
か）において記載する整理としています。 
（考え方） 
避難退域時検査の実施に併せ健康確認等を実

施し、健康確認書（検温、健康状態の確認結果の
記載）を交付すること等としています。 

４ （問い合わせ窓口の開設） 
（避難計画 P57 4.15.2実施要領） 
問い合わせに対する相談窓口について、鳥

取県原子力防災アプリの活用を盛り込んで
も良いように思う。 

【計画に記載】 
相談窓口の開設について、原子力防災アプリ等

の多様な手段を用いて住民へ情報提供を行うこ
とを追記しました。 

５ （武力攻撃事態等における対応） 
以下は感想だが、当初のテロだけでなく国

家による本格的な攻撃を想定すると、空自が
展開する米子鬼太郎空港への同時攻撃も想
定され、境港と米子が分断される可能性もあ
る。その際の境港からの避難は船を活用する
ことになるのかもしれない。そうでない場合
にも、船による避難という選択枝も想定して
おくと良いように思う。 

【ご意見に対して】（地域防 P101、避難計画 P12） 
鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）等に

おいては、自家用車・バスによる避難を中心とし
つつ、船舶による避難を補完的手段として位置付
けています。 
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No. 意見等の内容 意見等に対する県の考え方等 

６ （避難行動要支援者の避難） 
概要資料の項目の順序は、福島の教訓を反

映するという意味では、国の防災計画対応が
最も重要ではないかと感じている。概要資料
の記載の順序を変える必要はないが、福島の
原子力災害で多くの人命の失われた避難行
動要支援者にかかわる避難計画、避難の意思
決定の方法などについて今後検討を重ねて
いただければと思う。 

【ご意見に対して】 
避難行動要支援者にかかわる避難計画や避難

の意思決定の方法などについて、市や県の関係部
局と連携し、引き続き検討を重ね充実化を図って
参ります。 

 

（２）県民からの意見 
意見の応募なし 
 
 


